
   

 

 

 

４月分                            №９ 

件 名 福祉医療費助成制度の報道について 

受付日 令和 8年 4月 20日 

ご意見・ご提案

の概要 

重度心身障害者やひとり親家庭対象の補助金に関す

る報道の件について、当該制度に関係のない方や健常

者は平気で廃止と言うが、制度がなくなり生活に困る

人と同じ目線になって考えてほしい。 

県の考え方  記事の見出しをご覧になって、重度心身障害者やひ

とり親家庭などを対象として地方が独自に実施してい

る福祉医療費助成制度（医療機関を受診されたときに

窓口での負担をいただかない仕組み）が変更されるの

ではないかと心配されたのではないかと思いますが、

福祉医療費助成制度を見直すものではありません。引

き続き、窓口負担なしで受診できます。 

 福祉医療費助成制度によって窓口での医療費負担が

ないことに伴う安易な受診により医療費の増加を招い

ているとされており、これを防ぐ観点から、国では負

担金の減額を行っています。 

 このため県では、制度見直しによる影響を緩和する

ため、国による負担金の減額分の一部を市町村へ補助

してきましたが、これは暫定的なものであったため、 

今後の負担のあり方を県と市町村で丁寧に議論を重ね

て制度のあり方を考えていく予定です。 

担当課 健康福祉部 国民健康保険課 

 


